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令和 7 年度 芦屋町青少年問題協議会 事業実績 

 

１．青少年健全育成  

（１）あいさつ運動の啓発及び促進（町民会議と連携事業） 

○校区別運動の実施 

ア．場 所   各小中学校区 

イ． 方 法  協議委員による街頭啓発 

広報車による広報啓発（町民会議にて実施） 

   ウ．実施日  毎月最初の登校日と 15 日 

各学期はじめの 2 日間（1 学期のみ入学式後） 

各校区でも併せて実施。 

【あいさつ運動実施日】 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

日 11,14 1,15 2,16 1,15 25,26 1,16 1,15 4,14 1,15 8,15 2,16 2,16 

  

 

（２）有害図書等の立入調査協力依頼 

7 月に実施する県下一斉立入調査時に随時巡回。該当するコンビニエンススト

ア 5 店舗及び文具店 1店舗（7 月：6 店舗）を調査。有害図書や有害玩具などの販

売状況、販売方法、陳列方法などを確認。町内には違反店舗はなく今後も協力を

依頼した。 

町内 1 箇所に設置してある有害図書自動販売機（大城地区に 2 台設置）を巡回

した。設置状況などを確認し違反はなかった。 

 

 

（３）青少年の環境浄化活動 

    ○白いポスト 

町民会館前、山鹿公民館前の 2 箇所に設置。7 月 17 日、に点検したところ、

有害図書等は投函されていなかった。 

 

○環境浄化看板  

環境浄化看板を設置及び維持管理に努めた。 

 

（環境浄化看板設置状況）七田池１、花美坂池 2 

 

水禍防止看板の設置 3 本 
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２．青少年非行防止対策  

（１）特別巡回指導の実施 

     毎月 1 回、折尾警察署による 2 市 4 町協働パトロールに参加した。パトロールに

は、自治防犯組合なども参加しており、地域全体で取り組むことができた。 

   【巡回実施日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各地区の巡回指導の連携・支援 

各地区の巡回指導を実施する町民会議、各校区育成会議と連携し、情報の共有化

や協力支援を行った。 

 

 

３．家庭教育、地域教育の充実  

（１）広報による啓発活動 

    広報あしやに「すくすく育てあしやっ子」というテーマで定期的に記事を掲載し

啓発に努める。原稿は事務局にて作成した。 

 

 

 

 

 

巡回内容 回数 実  施  日 

2 市 4町協働 

パトロール 
12 回 

4 月 18 日（金）、5月 16 日（金）、6 月 20 日（金）、 

7 月 18 日（金）、8月 15 日（金）、9 月 19 日（金）、 

10 月 17 日（金）、11月 21 日（金）、12 月 20 日（金）、 

1 月 16 日（金）、2月 20 日（金）、3 月 13 日（金）   

※前年度実績 12 回 

不審者発生時 
13 回 

（9 件） 

5 月 19 日（水）午前 7時 40 分頃 幸町 

11 月 4 日（火）午後 3時頃 唐戸交差点付近 

11 月 6 日（木）午後 3時 40 分頃 山鹿公民館付近 

12 月 11 日（木）午後 2時 40 分頃 唐戸公民館付近 

12 月 15 日（月）午後 4時 20 分頃 緑ヶ丘児童公園 

12 月 16 日（火）午前 7時 35 分頃 総合体育館前バス

停付近 

1 月 23 日（金）午後 3時 15 分頃 高浜町 

1 月 27 日（火）午前 7時頃 白浜町交差点付近 

1 月 29 日（木）午後 3 時 40 分頃 山鹿郵便局バス停

付近 

             ※前年度実績 6回（6件） 
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◆広報あしや掲載実績 

 

 

（２）「こども 110 番のいえ」設置推進・安全対策 

     町民会議が主体となり、「こども 110 番のいえ」の設置の推進を図っている。 

     登録者名簿を更新し、新しいデザインの掲示物を配布した。 

また、広報紙や各小学校区育成会議を通じて新規登録者の募集を行った。 

 

４．こどもたちの安全に向けた取り組み 

（１）安全パトロールの実施 

    教育委員会職員が町内へ外出する際に、併せて安全パトロールを実施した。 

     

 

（２）不審者対応 

  町内での不審者発生時は、緊急対応として安全パトロールを実施。 

  町内で不審者が発生した場合については、全庁職員に対し情報共有を図るととも

に、芦屋町のホームページ及び LINE、KBC テレビ「ｄボタン」などの情報発信ツー

ルを活用し、不審者情報を配信してこどもの安全確保を要請した。 

   

 

（３）こどもたちの見守り活動の支援 

    町民会議が推進する「見守り活動」に対して情報提供や関係機関への要請、住民

啓発など協力支援を行った。 

 

発行日 テーマ タイトル 

6 月号 
すくすく育てあしやっ子 

№195 お手伝い 
こどもにお手伝いの機会を作ってみませんか 

9 月号 
すくすく育てあしやっ子 

№196 読書 
ただ読むだけじゃない！家庭でできる読書活動 

12 月号 
すくすく育てあしやっ子 

№197 しつけ 
「力ではなく言葉で」現代のしつけ 

3 月号 
すくすく育てあしやっ子 

№198 インターネット 

こどもとインターネット～被害者にも加害者にもな

らないために～ 
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５．会議の開催  

（１）各種会議の開催 

    会議を必要に応じて開催した。 

 

 ○開催実績 

 

会議の名称 
実施 

回数 
開催日 

出席

者数 
議 題 等 

協議委員会 2 回 

令和 7年 

6 月 4日（水） 
10 人 

青少年問題協議会の概要 

令和 6年度事業実績報告について 

令和 6年度不審者情報・事件等の発生報

告について 

折尾署管内及び芦屋町の状況報告につ

いて 

令和 8年 

3 月 9日（月） 
11 人 

令和 8年度事業計画（案）について 

折尾警察署からの報告について 


